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第３回委員会の協議事項等について（案） 

 

【第３回委員会の協議事項】 

１ 要因分析  

取組む課題について、根本的な要因は何か考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応策の検討 

(1) 目指すべき姿を実現するために、課題を生じさせている要因へアプローチをする対

策を検討する。 

(2) 対策は、５W１Hを使ってより具体化する。 

 例）情報共有を図る → 何のために？何の情報？どこと共有？ 

 

※ 以上が第３回委員会で協議する範囲となる。対応策の検討は破線部下に示すとおり

(3)(4)と続くが、こちらは第４回委員会以降で協議することが考えられる。 

 

 

 

(3) 検討された対応策は、優先順位、短期又は中長期で取組む等を明確にし、行政や医

療・介護関係者が「いつまでに」「誰が」実施するのかのスケジュールと役割分担

を行う。 

(4) 事業の評価・見直し時期もあわせて検討する。  

資料４ 

【参 考】 

令和３年度在宅医療・介護連携推進事業市町村等担当者研修会議（厚生労働省）等における講義及び資料 

なぜ？ 
要 因 

課 題 

要 因 

要 因 

要 因 

 要因分析は、具体的かつ効果的な

施策・事業を展開するために行う

ものである。 

 根本的な要因は何かを考えること

で、対策もより具体化できる。 
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ヒ ア リ ン グ シ ー ト(案)     

 

○ 課題を生じさせている要因は何か、分析したものをご記入ください。 

【日常の療養支援】 

課 題 根本の要因（箇条書き） 

 ・ 

・ 

・ 

 ・ 

・ 

・ 

 ・ 

・ 

・ 

 ・ 

・ 

・ 

 ・ 

・ 

・ 

 

【入退院支援】 

課 題 根本の要因（箇条書き） 

 ・ 

・ 

・ 

 ・ 

・ 

・ 

 ・ 

 

 

後日、各委員あてに送

付するヒアリングシー

トには、第２回委員会

で抽出された課題を入

力して送付する予定 


